
１
－
外
国
人
労
働
相
談
に
つ
い
て

　
神
奈
川
県
内
の
外
国
籍
県
民
を
外
国
人
登
録
者
数

で
見
る
と
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
末
で
四
万
七
千
人

で
あ
っ
た
が
、
平
成
七
年
十
二
月
末
現
在
約
十
万
五

千
人
と
十
年
間
で
倍
増
し
て
い
る
。
横
浜
市
内
で
は

七
年
十
二
月
現
在
四
万
六
千
人
、
市
の
人
口
に
占
め

る
外
国
人
の
割
合
は
一
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
増

加
の
原
因
と
し
て
は
、
平
成
二
年
の
入
管
法
改
正
以

降
、
特
に
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
な
ど
南
米
諸
国
の
日

系
二
世
、
三
世
の
入
国
増
加
が
主
な
理
由
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
法
務
省
の
「
平
成
七
年
版
在
留
外

国
人
統
計
」
に
よ
る
と
、
近
年
は
伸
び
率
が
鈍
化
傾

向
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
県
内
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
急
増

に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
二
年
度
に
設
置
し
た
「
外

国
人
労
働
問
題
懇
話
会
」
の
提
言
も
ふ
ま
え
、
神
奈

川
県
労
働
部
で
は
、
外
国
人
労
働
者
の
保
護
と
い
う

観
点
か
ら
外
国
人
労
働
者
の
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
ト

ラ
ブ
ル
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
労
働
者
自
身
が
相

談
で
き
る
よ
う
、
平
成
四
年
度
か
ら
横
浜
と
厚
木
に

窓
口
を
設
置
し
て
外
国
人
労
働
相
談
事
業
を
実
施
し

て
い
る
。
横
浜
で
は
英
語
、
中
国
語
、
ス
ペ
イ
ン
語

（
平
成
五
年
度
よ
り
）
、
厚
木
で
は
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
に
よ
る
相
談
を
行
っ
て
お
り
、
専
門
相
談
員

（
労
働
問
題
専
門
の
大
学
講
師
や
弁
護
士
）
が
相
談

に
あ
た
り
、
問
題
解
決
の
方
策
を
通
訳
を
と
お
し
て

助
言
や
指
導
を
し
て
い
る
（
表
－
Ｉ
）
。

２
－
外
国
人
労
働
相
談
窓
口
の
実
績

　
平
成
六
年
度
の
相
談
件
数
は
五
百
五
十
五
件
（
横

浜
三
百
二
十
一
件
、
厚
木
二
百
三
十
四
件
）
あ
っ
た
。

事
業
を
開
始
し
た
平
成
四
年
度
が
四
百
七
件
、
ス
ペ

イ
ン
語
の
相
談
が
加
わ
っ
た
五
年
度
は
五
百
九
十
四

件
で
あ
り
、
六
年
度
は
五
年
度
と
比
較
し
て
や
や
減

少
し
た
。
不
景
気
に
よ
っ
て
仕
事
が
減
っ
て
い
る
こ

と
と
、
神
奈
川
県
内
で
も
一
部
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
設

置
さ
れ
て
い
る
「
雇
用
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
」
な
ど

他
の
相
談
窓
口
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
等
の
理
由
が
考

え
ら
れ
る
（
表
－
２
）
。

　
言
語
別
で
は
英
語
に
よ
る
相
談
が
二
百
十
八
件
、

中
国
語
百
十
一
件
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
百
三
十
件
、
ス

ペ
イ
ン
語
九
十
六
件
の
順
で
あ
っ
た
。

　
相
談
者
の
国
籍
別
で
は
ペ
ル
ー
が
百
三
十
六
件
と

最
も
多
く
、
次
い
で
ブ
ラ
ジ
ル
百
九
件
、
中
国
九
十

三
件
の
順
で
あ
っ
た
。
南
米
諸
国
だ
け
で
全
体
の
過

半
数
を
占
め
て
い
る
（
表
－
３
）
。

　
相
談
内
容
は
労
働
問
題
四
百
四
十
七
件
の
う
ち
、

給
料
の
未
払
い
な
ど
「
賃
金
」
に
関
す
る
も
の
が
百

六
十
一
件
と
最
も
多
く
、
次
い
で
労
災
事
故
に
遭
っ

た
と
き
の
補
償
の
扱
い
等
の
「
労
災
・
社
会
保
険
」
、

違
法
解
雇
、
不
当
解
雇
等
「
解
雇
問
題
」
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
不
況
の
影
響
が
立
場
の
弱
い
外
国
人
労
働

者
に
集
ま
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
（
表
－

４
）
。

　
平
成
七
年
度
は
、
八
年
一
月
末
現
在
で
相
談
件
数

が
四
百
六
十
二
件
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
横
ば
い
の

状
態
で
あ
る
。
言
語
別
で
は
英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、

中
国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
順
、
国
籍
別
で
は
ブ
ラ

ジ
ル
九
十
四
件
、
中
国
九
十
件
、
ペ
ル
ー
八
十
件
、

相談体制一覧表表－１

１
－
外
国
人
労
働
相
談
に
つ
い
て

２
－
外
国
人
労
働
相
談
窓
口
の
実
績

３
‐
相
談
事
例
と
そ
の
対
応

４
‐
雇
用
企
業
側
の
問
題

５
ｌ
外
国
人
労
働
者
側
の
問
題

６
－
終
わ
り
に
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相
談
内
容
と
し
て
は
「
賃
金
」
に
関
す
る
相
談
が
特

に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
横
浜
の
ス
ペ
イ
ン
語

の
相
談
が
昨
年
に
比
べ
て
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

３
－
相
談
事
例
と
そ
の
対
応

　
相
談
内
容
の
項
目
は
前
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
実

際
ど
の
よ
う
な
形
の
相
談
な
の
か
、
横
浜
の
窓
口
で

受
け
た
相
談
で
典
型
的
な
三
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
対

応
を
紹
介
す
る
。

　
（
事
例
１
）

　
　
「
英
語
教
師
を
し
て
い
る
が
、
生
徒
が
集
ま
ら
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
契
約
時
に
最
低
で
も
支
払
う
と

約
束
し
て
い
た
金
額
を
下
回
る
額
し
か
賃
金
が
支
払

わ
れ
な
い
」
（
ア
メ
リ
カ
人
、
英
会
話
学
校
）

　
↓
労
働
セ
ン
タ
ー
が
使
用
者
側
か
ら
事
情
を
聞
い

た
後
、
双
方
の
意
見
の
調
整
を
図
り
、
最
終
的
に
は

契
約
ど
お
り
支
払
う
こ
と
で
合
意
し
解
決
し
た
。

　
（
事
例
２
）

　
　
「
勤
め
て
い
た
工
場
を
退
職
し
た
が
退
職
金
が
支

払
わ
れ
な
い
」
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
、
製
造
業
）

　
↓
相
談
者
は
期
間
の
定
め
の
な
く
雇
用
さ
れ
た
正

社
員
で
あ
る
と
主
張
し
、
会
社
と
連
絡
を
と
る
と
期

間
工
と
し
て
雇
っ
て
い
た
か
ら
、
退
職
金
は
支
払
わ

な
い
と
主
張
し
両
者
と
も
全
く
譲
ら
な
か
っ
た
。
労

働
セ
ン
タ
ー
が
両
者
の
意
見
の
調
整
を
図
っ
た
が
、

雇
用
形
態
に
つ
い
て
の
労
使
の
認
識
の
ズ
レ
で
進
展

が
な
い
た
め
、
解
決
は
困
難
と
判
断
し
、
あ
っ
せ
ん

は
打
ち
切
っ
た
。

　
（
事
例
３
）

　
　
「
一
年
前
に
勤
め
て
い
た
店
で
未
払
い
の
賃
金
が

あ
り
、
何
度
も
請
求
し
て
い
る
が
全
く
相
手
に
さ
れ

な
い
」
（
中
国
人
、
飲
食
店
）

国籍別件数表－３　
↓
労
使
双
方
に
労
働
セ
ン
タ
ー
へ
来
て
も
ら
い
、

専
門
相
談
員
と
通
訳
も
同
席
し
て
あ
っ
せ
ん
を
行
っ

た
結
果
、
全
額
を
何
回
か
に
分
割
し
て
支
払
う
こ
と

で
合
意
し
解
決
し
た
。

４
一
雇
用
企
業
側
の
問
題

　
外
国
人
労
働
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
し
て
、

ま
ず
「
労
働
者
へ
の
説
明
不
足
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

雇
用
契
約
を
結
ぶ
際
に
、
特
に
賃
金
に
つ
い
て
、
控

除
さ
れ
る
費
用
・
税
金
・
昇
給
等
や
労
災
に
遭
っ
た

者
に
対
す
る
労
災
手
続
き
の
説
明
な
ど
が
十
分
に
行

わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
後
で
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
て
し

ま
う
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
日
本
人
労
働
者
な
ら
暗

黙
の
了
解
で
あ
る
こ
と
で
も
、
外
国
人
労
働
者
に
対

し
て
は
就
労
条
件
は
す
べ
て
書
面
化
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
（
特
に
日
系
人
の
場
合
が

多
い
）
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
派
遣
業
者
に
雇
用
さ
れ
、

特
集
・
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
③
安
心
し
て
働
く

表－4　内容別件数
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だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
用

に
は
、
企
業
の
長
期
的
な
見
通
し
が
不
可
欠
で
あ
る
。

言
葉
も
通
じ
に
く
く
、
生
活
慣
習
も
異
な
る
国
の
人
々

を
労
働
者
と
し
て
雇
う
と
き
に
は
、
使
用
者
が
日
本

　
人
に
対
す
る
以
上
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
－
外
国
人
労
働
者
側
の
問
題

そ
こ
か
ら
別
の
事
業
主
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
て
働
く

ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
賃
金
は
ブ
ロ
ー
カ
ー

や
派
遣
業
者
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
た
め
、
労
使
関

係
が
悪
化
す
る
と
違
約
金
や
立
て
替
え
て
い
る
日
本

へ
の
渡
航
費
用
等
の
借
金
、
ア
パ
ー
ト
代
等
を
一
方

的
に
賃
金
か
ら
相
殺
し
て
し
ま
う
例
が
あ
る
。

　
使
用
者
側
に
「
日
本
国
内
で
就
労
す
る
限
り
、
日

本
人
、
外
国
人
を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
労
働
関
係

法
令
の
適
用
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
薄
く
、
ま
た

労
働
者
を
拘
束
す
る
目
的
で
、
労
働
基
準
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
る
違
約
金
の
定
め
や
損
害
賠
償
を
予
定
す

る
契
約
を
結
ぶ
例
が
あ
る
。

　
不
法
就
労
を
承
知
の
上
で
雇
用
し
て
い
る
使
用
者

が
お
り
、
そ
の
よ
う
な
使
用
者
は
当
該
不
法
就
労
者

が
労
災
事
故
に
遭
っ
て
も
、
不
法
就
労
者
雇
用
の
発

覚
を
恐
れ
、
労
災
申
請
の
手
続
き
を
と
ら
な
い
ケ
ー

ス
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
労
働
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
預
か
っ
て
し

ま
う
使
用
者
も
お
り
、
労
働
者
を
不
当
に
拘
束
し
て

い
る
例
も
み
ら
れ
る
。

　
政
府
は
、
単
純
労
働
分
野
に
は
外
国
人
労
働
者
を

受
け
入
れ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
改
正
入
管
法
が

施
行
さ
れ
て
以
来
日
系
二
世
、
三
世
の
出
稼
ぎ
が
増

加
し
た
。
問
題
な
の
は
、
日
本
企
業
が
い
わ
ゆ
る
三

Ｋ
職
場
で
の
人
手
不
足
を
補
う
た
め
に
、
安
易
に
外

国
人
労
働
者
を
低
賃
金
で
働
か
せ
る
姿
勢
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
労
働
力
需
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
、
や
は

り
労
働
条
件
の
改
善
に
よ
っ
て
解
消
す
る
の
が
本
筋

　
一
方
、
外
国
人
労
働
者
側
に
も
問
題
は
あ
る
。

　
ま
ず
、
賃
金
が
少
し
で
も
高
い
と
、
契
約
期
間
の

途
中
で
あ
っ
て
も
無
断
で
別
の
会
社
に
移
っ
て
し
ま

い
、
元
の
会
社
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
相
談

が
多
い
。

　
ま
た
、
日
本
へ
の
渡
航
費
用
や
住
居
を
使
用
者
に

依
存
し
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
の
た
め
に
、
使
用
者

か
ら
無
茶
な
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
労
使
関
係
が
悪

化
し
た
場
合
に
、
外
国
人
労
働
者
の
立
場
を
弱
い
も

の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
就
労
ビ
ザ
な
し
で
働
い
て

い
る
た
め
に
、
公
的
機
関
に
訴
え
る
と
入
管
に
通
報

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
、
ひ
ど
い
労
働
条

件
で
も
我
慢
し
て
し
ま
う
例
も
あ
る
。
（
神
奈
川
県

の
外
国
人
労
働
相
談
で
は
相
談
者
の
秘
密
を
守
る
立

場
か
ら
、
原
則
と
し
て
入
管
へ
の
通
報
は
行
わ
な
い
。
）

　
さ
ら
に
相
談
内
容
で
多
い
の
は
、
日
本
の
慣
習
に

馴
染
め
ず
に
結
果
的
に
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
の
壁
の
せ
い
か
、
普

段
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
の
た
め
か
、
遅
刻

や
欠
勤
を
す
る
場
合
に
使
用
者
に
連
絡
せ
ず
に
し
て

し
ま
い
、
病
気
等
の
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
も
、
使

用
者
に
誤
解
さ
れ
た
り
、
始
業
前
の
清
掃
に
参
加
し

な
い
こ
と
か
ら
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
り
、
日
本
人

で
あ
れ
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
、

戸
惑
い
を
感
じ
る
外
国
人
も
多
い
。

　
外
国
人
労
働
者
側
も
「
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
」

で
は
な
い
け
れ
ど
、
日
本
の
生
活
、
労
働
慣
習
な
ど

に
慣
れ
る
努
力
も
必
要
で
あ
る
。
。

６
－
終
わ
り
に

　
複
雑
な
外
国
人
労
働
相
談
に
対
応
す
る
に
は
県
の

窓
口
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
現
在
、

県
の
渉
外
部
が
行
っ
て
い
る
外
国
籍
県
民
相
談
の
一

般
の
生
活
相
談
・
法
律
相
談
と
は
、
相
互
に
連
携
を

取
っ
て
行
っ
て
い
る
が
、
横
浜
市
を
は
じ
め
と
し
て

国
、
県
内
各
市
町
、
民
間
団
体
等
が
行
っ
て
い
る
外

国
人
相
談
と
も
さ
ら
に
連
携
を
密
に
し
て
、
き
め
細

や
か
な
対
応
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
労
働
法
を
知
ら
な
か
っ
た
り
言
葉

の
ハ
ン
デ
ィ
な
ど
で
、
外
国
人
労
働
者
が
労
働
条
件

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
労

働
相
談
だ
け
で
な
く
、
現
在
六
カ
国
語
（
英
語
、
中

国
語
、
ハ
ン
グ
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
、
ス
ペ
イ
ン
語
）
版
で
発
行
し
て
い
る
「
外
国
人

の
た
め
の
労
働
手
帳
」
等
に
よ
る
啓
発
で
、
ト
ラ
ブ

ル
の
未
然
防
止
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
Λ
神
奈
川
県
労
働
部
労
政
課
主
事
Ｖ
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